
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
  に基づく認定を取得しましょう！



※詳細は、下記の厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）のパンフレット「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！！」をご参照ください。

一般事業主行動計画の策定など

認定とは

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間
事業主（一般事業主）それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が、平成27年８月28日に成立し、平成28年4月1日から、一般
事業主に関する部分が施行されます。
この法律では、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施
するよう努めることとされています。
具体的には、
●常時雇用する労働者（※）の数が301人以上の事業主に対しては、
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえ、 (a)計画期間、 (b)数値目標、 (ｃ)取組内容、(d)取組の実施期間を盛
り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正社員を含めた全ての労働者への周知及び外
部への公表

③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する状況の情報の公表

●常時雇用する労働者が300人以下の事業 については

が義務づけられています。

主 、上記①～④が努力義務とされていますが、規模
にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

（※）正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含む。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時か
ら１年以上引き続き雇用されると見込まれる者

●行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が
優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

●認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことができ、女性活躍
推進事業主であることを P Rすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながること
が期待できます。

例
・求人広告、求人票
・商品

・名刺
・印刷された広告、テレビ広告 など

１

○認定基準の考え方や詳細については、
厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

のＱ＆Ａもご確認ください。
なお、認定申請書や認定申請関係書類(P.６～)も当ページからダウンロードができます。

女性活躍推進法特集ページ で検索！



評価項目を満たす項目数に応じて３段階あります。
各段階において、以下のいずれも満たすことが必要です。

認定の段階

●次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実
績を厚生労働省のウェブサイト（※１）に毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該
基準に関連する取組（※２）を実施し、その取組の実施状況について厚
生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその実
績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実
績を厚生労働省のウェブサイト（※１）に毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該
基準に関連する取組（※２）を実施し、その取組の実施状況について厚
生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその実
績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省の
ウェブサイト（※１）に毎年公表していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

次ページに掲げる基準以外のその他の基準は以下の３つです。
●事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
●定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
●女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと。(｢注意事項｣を参照)
※「その他関係法令」とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働基準法など

★

（法施行前からの実績を含めることが可能)

(※１)厚生労働省のウェブサイトとは厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」(P.５参照)
(※２)必ずしも指針に盛り込まれた取組に限定されるものではなく、指針に盛り込まれた取組と同等以上に自社において効果的と考えられ

る取組であればよい。

２段階目

３段階目

２

●以下に該当した場合は、女性活躍推進法第11条に基づき認定取消の対象となるのでご留意ください。
①認定一般事業主が女性活躍推進法第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
②女性活躍推進法又は女性活躍推進法に基づく命令に違反したとき
③不正の手段により認定を受けたとき
※「基準に適合しなくなったと認めるとき」とは、例えば、
・女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準で評価した項目について、基準の９割未満の状態が２年間継続した場合
・女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準を満たす事項の公表について認定取得時以降の公表を２年間にわたり怠った場合

※認定の取消事由となる関係法令に違反する重大な事実が発生したことにより、女性活躍推進法第９条に規定する基準に適合しなくなったと認め
るときとは、例えば、
・男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム労働法に違反して勧告を受けた場合
・労働基準法や労働安全衛生法に違反して送検され、当該事実が公になった場合
・障害者雇用促進法第46条に基づく勧告に従わず、その旨を公表された場合
・労働保険料徴収法に定められた労働保険料を過去２年度を超えて滞納している場合 など

●認定一般事業主が認定を取り消された場合、取消の日以後は認定マークを使用することはできません。

１段階目

注意事項

 
 

 
 

 
 



認定基準及び計算方法

以下の、１から５の評価項目を満たす項目数に応じて、取得できる認定段階が決まります。

【評価項目１：採用】（区）

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること
※『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」』×０.８が、『直近３事業年度の平均した「採用における
男性の競争倍率」』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと（期間の定めのない労働契約を締結することを目的とす
るものに限る）

・女性（男性）の競争倍率
「女性(男性)の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「女性(男性)採用者数(内定者を含んでもよい)」

・中途採用を含む

・直近３事業年度の女性(男性)の競争倍率の平均値
{｢直近事業年度の女性(男性)の競争倍率｣＋｢(直近－１)事業年度の女性(男性)の競争倍率｣＋ ｢(直近－２)事業年度の
女性(男性)の競争倍率｣}÷３

【評価項目２：継続就業】（区）

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ
0.７以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る）

又は
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度
前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上
であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者 に等 限る）

・女性(男性)の継続雇用割合
｢９～11事業年度前に採用した女性(男性)労働者であって現在雇用されている者の数｣÷｢９～11事業年度前に採用した
女性(男性)労働者の数｣

・各雇用管理区分ごとに、①又は②のいずれかの項目を満たせば継続就業に関する認定基準を満たす

・平均継続勤務年数を算出するにあたり、有期雇用から無期雇用に転換した者については、有期雇用として勤務していた
期間についても原則含む (それまでの継続勤務年数が明確でない場合は、改正労働契約法の施行日である平成25年４月
１日から状況把握日まで勤務継続していることとして差し支えない。また、転換者以外の無期雇用とは別の雇用管理区
分としても差し支えない。)

【評価項目３：労働時間等の働き方】（区）

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業
年度の各月ごとに全て４５時間未満であること
｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)の総時間数の合計」÷ ｢対象労働者数｣＜ 45時間

これにより難い場合は、

[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計＝(40×各月の日数÷7)×対象労
働者数」] ÷「対象労働者数」＜ 45 時間

・対象者について、以下のA及びBを除く
A 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の２)、管理監督者等(労働基準法第41条)
B 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の３)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける
労働者（労働基準法第38条の４）

・｢各月の労働者数｣については、当該月の初日から末日まで従事した労働者をカウントし、各月の｢法定時間外労働｣、
｢法定休日労働｣、｢総労働時間｣については、当該月の初日から末日まで従事した労働者の｢法定時間外労働｣、｢法定
休日労働｣、｢総労働時間｣をカウントする

３



【評価項目４：管理職比率】

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
②『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した
女性労働者の割合」』÷『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性労働者
のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.８以上であること

・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」にある労働者の合計
「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、２係以上の組織からなり、若しくは、その構成員が10人以上 (課長含む )の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者
（ただし、一番下の職階ではないこと）

・産業ごとの平均値
産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ：P. 1
参照）に掲載。

・１つ下位の職階から課長級に昇進した女性(男性)労働者の割合（＊）
｢直近の事業年度に課長級に昇進した女性(男性)労働者の数｣÷｢直近の事業年度開始の日に課長級より１つ下の職階
の女性(男性)労働者の数｣

・直近３事業年度の平均値
{｢直近の事業年度の(＊)｣＋｢(直近－１)事業年度の(＊)｣＋｢(直近－2)事業年度の(＊)｣}÷３

・②について、昇進にあたって、一定の勤務年数や、１つ下位の職階に昇進してからの滞留年数を要件としている場合
は、分母（１つ下位の職階にある労働者総数）について、当該要件に該当する者に限定しても差し支えない。

【評価項目５：多様なキャリアコース】

直近の３事業年度のうち､以下について大企業は２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと）、
中小企業は１項目以上の実績を有すること

A 女性の非正社員から正社員への転換（派：雇入れ）
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

・「非正社員」には、派遣労働者を含む。

・「短時間正社員」については、「正社員」に該当する。
「短時間正社員」とは、他の正規型のフルタイムの労働者と比較し、その所定労働時間（所定労働日数）が短い正規型の労働者
であって、以下の①、②のいずれにも該当する者
①期間の定めのない労働契約を締結している者
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等
である者

４

【留意点】
●(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要。

※「雇用管理区分」・・・職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分に属している労働者について他
の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。
(例：総合職、一般職 ／ 事務職、技術職、専門職 ／ 正社員、契約社員、パートタイム労働者 など)

●属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分と
まとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。
また、職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分をまとめるにあたっては、賃金待遇やキャリアの見通し等に大きな違いがないもの
に限るよう留意すること。

●｢直近の事業年度｣とは、認定申請を行う事業年度の前の事業年度とする。例えば、事業年度が毎年４月１日から翌年の３月31日まで
である事業主が、平成29年４月１日に認定申請をしようとする場合など、申請時に前の事業年度の数字を把握することが困難な項目
については、前々事業年度までの数値等を用いることができる。なお、事業年度については、必ずしも「４月１日から翌年の３月31
日」となっていなくても、各社における事業年度として差し支えない。
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؛にणःथは、અჷにҦ૮౻৷ऊणৗૠ৾෮఼৷等のகदँるҧ຺を੶ൗखथくटऔः(ٮ)پ
（ถ画એुણ৷ख、৸थの౻৷ଵ৶ય分にणःथൕൗखथくटऔः؛）

ௌ௮時間等گ
の௮ऌ্

ঽ੶ჷへَ時間ਗௌ௮ध೬日ௌ௮の合計ऋ、৸थの౻৷ଵ৶ય分द月৸थ45時間दँるُ
຺を੶ൗख、ॹشॱঋش५のَ一月ਊञॉのௌ௮の平ଋ業時間ُჷへ੶ൗ؛
（ถ画એुણ৷ख、৸थの౻৷ଵ৶ય分にणःथൕൗखथくटऔः؛）

ଵ৶ૻ૨ڰ َଵ৶ૻ૨⋇(P.4)ُにणःथは、ॹشॱঋش५のَଵ৶にಚीるਙસ合ُჷへ੶ൗ؛
َଵ৶ૻ૨⋈(P.4)ُにणःथは、ঽ੶ჷへ੶ൗ؛

ऩय़কڱ
জ॔॥ش५

ਉಋঽ੶ჷへ੶ൗ؛
५のَ੬શのரྼは౻৷ଙのૡఌৰౚُ、َ੬شॱঋش事業年২のৰౚदँる຺ُを੶ൗすोय、ॹگઅჷにَઉپ
શのગ౻৷ྼはরಥ఼৷のৰౚُჷへൕൗ૭ચदす؛

५द行अには、શಥ、َਙのણشॱঋشੲਾਁをॹ؛੶は、認定に関खथਏधऩるৰౚ等のਁに関するିਔ事ඨदすپ
ඩ・য়੍ର合१ॖトُदਁ৫する定の੶োਏ୩をओન認くटऔः؛



ੳணடછभ੶ൗ

認定ணடを行अधऌは、⋇ऊै⋊のછథを付खथくटऔः؛
ऽञ、認定ணடછの੶ൗの্১にणःथは、ਰৣの੶ൗをઅにखथくटऔः؛

ٛਏછథٜ
⋇ 計画間にணட年月日をஅि一般事業主行動計画のख
⋈ ⋇の行動計画のௌ௮へのఢੴलਁを行ढथःるऒधをैऊにするછథ（ਁのक़ख़ঈ१

ॖトの画એをഀླྀखञછథ等）दँढथजの日付ऋ分ऊるुの
⋉ ணடછگのৰౚをैऊにするછథ（ਿௌ௮ଂশऋीるৱમのख）(P.10ස)
⋊ ணடછڰलڱのਁをैऊにするછథ（ਁのௐেௌ௮のक़ख़ঈ१ॖトの画એをഀླྀखञ

છథ）दँढथजの日付ऋ分ऊるुの

28

ᰴᘧ♫ A

ணடを行अ一般事
業主の（੶
ഀྼはঽൿにे
る౧）ྼはู、
主ञる事業、કਚ、
ਗ਼ਵಀを੶োख
थくटऔः؛

১যのৃ合は、১
যのู、৻
の（੶ഀ
ྼはঽൿにेる౧
）、主ञる事業、
主ञる事ਜਚのਚ
लਗ਼ਵಀ
を੶োखथくटऔ
ः؛

主ञる事業は、日
মఏਓ業分థに
ൕऑるপ分థ（ଲ
ୗ業は、প分థ
लর分థ）を੶ো
खथくटऔः؛

分థにणःथは、
ௐেௌ௮ش
ঌش४َਙણඩ
ਤ১્ૐঌش४ُ
（P.１ස）にൕൗ
खथःるのद、ओ
සの੶োくट
औः؛

ணடછをলする日を
੶োखथくटऔः؛

（گ）～（１）１
ਿௌ௮ଂ
に一般事業主行
動計画策定ඍを
লखञ日、一
般事業主行動計
画策定ඍをল
खञਿௌ
௮ଂ、計画
間を੶োखथく
टऔः؛

ڮ ऒのணடછ
をলする日ྼ
はলの１
月ਰのःङ
ऊの日のَ
౻৷するజ
ਯ（ُP.１ස）
੶োखथくट

ढ़
ो
時
৩
を
औ

ः؛
ऽञ、に、
੬શのௌ௮
ਯを੶োखथく
टऔः؛

گ ੶ൗჷऋଌॉ
ऩःৃ合は、ి、
を作成ःञटऌ、
ணடછに付ःञ
टःथुଡदす؛

౻৷ଵ৶ય分の
ูは、ৢଞ、事業
ਚदูखथःる
ูを੶ൗくटऔः؛

ऩお、രするௌ௮
ਯऋ৸ௌ௮ਯ
のおおिब１સங
২にञऩः౻৷
ଵ৶ય分ऋँるৃ
合は、ਜઍ等
にසैख、థ๚の
౻৷ଵ৶ય分धऽ
धीथলするऒ
धऋदऌऽす؛

⋈-(１)-گ
⋇ऋ（ڸ）（ڷ）ۺ
のৃ合は੶োखथく
टऔः؛
のৃ合は（ڷ）>（ڸ）پ
੶োਂਏदす؛

年৴ਢदৰౚகऋڮ
ఒऔोथःるऊを
ન認खऽす؛

ऒの認定ணடにणःथ
の૿ਊଂध૿ਊ
のを੶োखथくट
औः؛

４ １

䛛䜆䛧䛝䛜い䛧䜓 䛘い

代⾲取⥾ᙺ 䕿䕿䕿䕿

ま䜛ま䜛

100 - 䕿䕿䕿䕿

東京都千代田区䕿䕿䕿

䕧䕧 - 䕧䕧䕧䕧 - 䕧䕧䕧䕧

䕿䕿䕿䕿
ま 䜛 ま 䜛

䕿䕿䕿䕿㒊

28

28 ４

４ １

１ 30 ３ 31

581
327
254

東京

ڲ

（１）-گ
ਯகは、৵ਯਡਰৣ
ऋँるৃ合には、
৵ਯਡਸ਼ڮਜ਼ऽद
भக(৵ਯਡਸ਼گਜ਼
॑ຽোكを੶
োखथくटऔः؛

認定మ１のৃ合
〇㐀ᴗ

㣗ᩱရ〇㐀ᴗ

一⯡⫋

44.11

13.80

30.18 35.29

11.9814.97

総合⫋

0.61

0.55

25.58

26.31

42.14

47.43

総合⫋

総合⫋

0.68 䠄総合⫋䠅

業
ଞ



⋈-(ⓠ)-(ڮ)-گ

⋇ऋ（ڸ）ٛڳ.ڬ
のৃ合は੶োखथ
くटऔः؛
のৃ合はڳ.ڬ ۺ（ڸ）پ
੶োਂਏदす؛

⋈-(ⓡ)-(ڮ)-گ

⋇ऋ（ڸ）ٛ８.ڬ
のৃ合は੶োखथ
くटऔः؛
、0.8のৃ合はۺ（ڸ）پ
੶োਂਏदす؛

ফ২(1-ۍ) (2-ۍؚ)
ফ২पउःथؚज
ोझोの事業年২
の11عڵহফ২
प఼৷औोञௌ
௮(間の定ी
のऩःௌ௮ీ৺を
ഁखथःるௌ௮
ऊणৗૠ৾෮఼
৷等にるҥ)の
अठ、(ۍ��)年২、
年২の時ਡ(��ۍ)
दਬऌਢऌ౻৷औ
ोथःञのસ合
を੶োखथくटऔ
ः؛

ڳ

(ⓠ)-(ڮ)-گ
間の定ीのऩः
ௌ௮ీ৺をഁख
थःるௌ௮ऋৌ
にऩॉऽす؛

(ڮ)-گ
౻৷ଵ৶ય分にणःथ、(ⓠ)のҦ平ಲਢඐਜ年ਯの੬୷ҧ、
(ⓡ)Ҧ�0事業年২लजのの事業年২に఼৷खञௌ௮のಲਢ
౻৷સ合ҧのڮඨ৯のःङोऊのඨ৯をञすेअに੶োखथくटऔः؛

3-(�)

ਯகは、৵ਯਡ
ਰৣऋँるৃ合
には、৵ਯਡਸ਼
ਜ਼ऽदभக(৵ڮ
ਯਡਸ਼گਜ਼॑
ຽো)を੶োख
थくटऔः؛

(ⓡ)-(ڮ)-گ

総合⫋ 0.41 0.63

0.63総合⫋

総合⫋

0.65

0.30

0.43 0.68

0.450.67

一⯡⫋ 10.07 10.64 0.95

��事業年২に～ڵ
఼৷औोञௌ௮
（間の定ीのऩःௌ
௮ీ৺をഁखथः
るௌ௮ऊणৗૠ৾
෮఼৷等にる؛）
のअठਠु౻৷औ
ोथःるのસ合を
੶োखथくटऔः؛



８

3-(3)-⋇

1年間の月ओध
の時間ਗௌ௮ल
೬日ௌ௮の合計時
間ਯの平கを੶
োखथくटऔः؛

3-(3)

ਯகは、৵ਯਡਰ
ৣऋँるৃ合には、

भக(৵ਯਡਸ਼2ਜ਼
॑ຽো)を੶ো
खथくटऔः؛

3-(4)-(ⓠ)-⋇
ਓ業平கは、日
মఏਓ業分థに
ൕऑるপ分థ（ଲ
ୗ業は、প分థ
लর分థ）を੪に
ௐেௌ௮ऋ定ी
थःऽす؛

ঌش४َਙણඩ
ਤ১્ૐঌش४ُ
(P.１ස)にൕൗख
थःるのद、ओ
සの、੶োくट
औः؛

Ҧଵ৶にಚीる
ਙௌ௮のસ合ҧ
は、৵ਯਡਸ਼ڭਜ਼
ऽदभகق৵ਯਡ
ਸ਼ڮਜ਼॑ຽোك
を੶োखथくटऔ
ः؛

3-(4)
(ⓠ)のҦଵ৶にಚ
ीるਙௌ௮の
સ合ҧྼは (ⓡ)の
Ҧୖশेॉ一णৣ
のమऊैୖশ
にಊਤखञસ合ҧの
नठैऊを৭॒द
੶োखथくटऔः؛

3-(4)-(ⓠ)-⋈
⋇のસ合ऋਓ業平
கदँるৃ
合は、੶োखथく
टऔः؛
ਓ業平கਰのৃپ
合は੶োਂਏदす؛

3-(4)-(ⓡ)
Ҧઉ事業年২にୖশにಊਤखञਙ(੬ਙ)ௌ௮のਯҧ÷Ҧઉ事業年২の
৫始の日にୖশेॉ一णৣのమにःञਙ(੬ਙ)ௌ௮のਯҧのસ合のઉ
گ事業年২の平கを੶ൗखथくटऔः؛
ਯகは、৵ਯਡਸ਼ڮਜ਼ऽदभகق৵ਯਡਸ਼گਜ਼॑ຽোكを੶োखथくटऔः؛

3-(3)-⋈
⋇の時間ਗௌ௮
ल೬日ௌ௮の合計

ऋ45時間時間ਯ ਰ
の月ऋँるৃ合
は、੶োखथくटऔ
ः؛
45時間ਰの月ऋऩپ
ःৃ合は੶োਂਏदす؛

ంჷに1年間の
月ओधの時間ਗௌ
௮ल೬日ௌ௮の

時合計 間ਯऋ月45
時間ਰの月のਯ
を੶োखथくटऔः؛
కჷに１年間の１
月ਊञॉの時間ਗ
ௌ௮ल೬日ௌ௮
の 時合計 間ਯの平
கを੶োखथく
टऔः؛

੦ॡজ॔

総合⫋

総合⫋

16.8

10.7

32.1 38.5 47.2 27.6 27.8 24.5

26.7 33.0 26.2 26.2 46.8

10.9 11.4 15.2 13.9 14.1

33.1

14.3 13.5 14.2 14.6 14.7 15.1

総合⫋

31.3１

33.5

7.9 4.8

２

３

総合⫋

一⯡⫋

ௐেௌ௮ش

৵ਯਡਸ਼1ਜ਼ऽद



ڱ द੦をگ
ञऔऩऊढञඨ৯
にणःथ、ੌの
ৰ૾யをਁख
ञ日を੶োखथく
टऔः؛

ڰ द੦をگ
ञखञඨ৯にणः
थ、ৰౚをਁख
ञ日を੶োखथく
टऔः؛

ڱलڰ
ௐেௌ௮のक़ख़
ঈ१ॖトधは、ௐ
েௌ௮َਙの
ણඩ・য়੍ର
合१ॖトُの
َਙのણඩ
ਤ੫業ॹشॱঋش
५ُ(P.ڱස)द
す؛

２

３

28 ３ 15

28 ３ 15

28 ３ 20

28 ３ 20

28 ３ 20

(ڱ)-3
প੫業はڮඨ৯
ਰ（శਫ৩
ऋःるৃ合は
ङ॔をஅि）、
র৵੫業は１ඨ
৯ਰ੶োする
ਏऋँॉऽす؛

ჾਊするೈ઼を
द೧ा、ჾਊٳ
যਯを੶োखथ
くटऔः؛

ڵ

⋈-(ⓡ)-(4)-گ
⋇ऋ（ڸ）ٛ ؛８のৃ合は੶োखथくटऔः.ڬ
؛0.8のৃ合は੶ൗਂਏदすۺ(C)پ

ઉの事業年২ۍऊैৄथ、(１-ۍ)～(3-ۍ)年২、(2-ۍ)～(4-ۍ)
年২のजोझोのگ事業年২の平खञਙ(੬ਙ)ௌ௮のୖশへの
ಊਤસ合を੶ൗखथくटऔः؛

ْିਔٓ
੦をञखथः
ऩःৃ合は、શಥ、
Ҧਙણඩਤ১
ੳணடঢ়બછథҧ
(P.10ස)पਏ
হඨ॑੶ൗखथく
टऔः؛

੦ॡজ॔

ੌをৰखञೈ を（の॔～ग़ःङोऊ(ڱ)-گ઼）
੶ൗखथくटऔः؛



実績を明らかにする書類（認定申請関係書類）

10

認定申請書３の実績を明らかにする書類として、以下の「女性活躍推進法 認定申請関係書類」を提出して
ください。様式については、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ： P .１参照）からダウ
ンロードできますので、ご利用ください。

様式４

３（１）採用に関する状況

①直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率

労働局チェ ック欄

雇用管理区分 事業年度 応募者数 採用者数 競争倍率
直近3事業年

度の平均競

争倍率（A）

(A)*0.8=(C) 応募者数 採用者数 競争倍率
直近3事業年

度の平均競

争倍率（B）
C＜B

X #DIV/0! #DIV/0!

X-1 #DIV/0! #DIV/0!

X-2 #DIV/0! #DIV/0!

X #DIV/0! #DIV/0!

X-1 #DIV/0! #DIV/0!

X-2 #DIV/0! #DIV/0!

X #DIV/0! #DIV/0!

X-1 #DIV/0! #DIV/0!

X-2 #DIV/0! #DIV/0!

②CがB以上の事業主のみ記入

雇用管理区分 事業年度 応募者数 採用者数 競争倍率
直近3事業年

度の平均競

争倍率（A）
応募者数 採用者数 競争倍率

直近3事業年

度の平均競

争倍率（B）

X 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-1 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-2 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-1 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-2 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-3 #DIV/0! #DIV/0!

X-2 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-3 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

X-4 #DIV/0! #DIV/0!

❶ #DIV/0! #DIV/0!

❶ #DIV/0! #DIV/0!

女性活躍推進法　認定申請関係書類 一般事業主の氏名又は名称

平成　　　　年　　　　月　　　　日認定申請年月日

❶

男性

□

直近の事業年度＝X
例：平成28年度に認定申請を行う場合は、Xは27年度、X-1は26年度、X-2は25年度の状況を記載します。

※各単位省略
※雇用管理区分が多く、記入しきれない場合は、適宜行をコピーして増やして下さい。

#DIV/0! #DIV/0!

❶ #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

女性

#DIV/0!

#DIV/0!

女性

#DIV/0!

□#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0! □

労働局チェ ック欄

改善が見られ

るか
（B/A値がアップし

ているか）

□

男性

（B）/（Ａ）

#DIV/0!

認定申請書３（１）① (B)欄に転記

認定申請書３（１）① (A)欄に転記
全ての雇用管理区分がC＜Bの場合は３

（１）は記入終了

認定申請書３（１）①「(A)×0.8=(C)」欄
に転記

認定申請書３（１）②(A)欄にそ

れぞれ転記
認定申請書３（１）②(B)欄にそれぞ

れ転記

CがB以上の雇用管理区分が１つでもあった場合には、

認定申請書３（１）②の欄と当欄を記入

→X-3、X-4年度の実績をそれぞれ記入

雇用管理区分が複数ある場合記入

足りない場合は適宜行をコピー

認定申請書３（１）②(B)/(A)欄にそれぞれ転記X-3,X-4の実績を記入



平成28年１月作成 パンフレット№１

一般事業主行動計画の策定・認定等に関するお問合せは、都道府県労働局雇用均等室へ
【受付時間 ８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）】

電話番号 FAX番号 郵便番号 所在地

北海道 011-709-2715 011-709-8786 060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１号　札幌第１合同庁舎９階

青　森 017-734-4211 017-777-7696 030-8558 青森市新町２丁目４番２５号　青森合同庁舎

岩　手 019-604-3010 019-604-1535 020-0045 盛岡市盛岡駅西通１丁目９番１５号　盛岡第２合同庁舎

宮　城 022-299-8844 022-299-8845 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋　田 018-862-6684 018-862-4300 010-0951 秋田市山王７丁目１番４号　秋田第二合同庁舎２階

山　形 023-624-8228 023-624-8246 990-8567 山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３階

福　島 024-536-4609 024-536-4658 960-8021 福島市霞町１番４６号　福島合同庁舎

茨　城 029-224-6288 029-224-6265 310-8511 水戸市宮町１丁目８－３１

栃　木 028-633-2795 028-637-5998 320-0845 宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

群　馬 027-896-4739 027-896-2227 371-8567 前橋市大手町２－３－１　前橋地方合同庁舎８階

埼　玉 048-600-6210 048-600-6230 330-6016 さいたま市中央区新都心１１－２　ランド・アクシス・タワー１６階

千　葉 043-221-2307 043-221-2308 260-8612 千葉市中央区中央４丁目１１番１号　千葉第２地方合同庁舎 

東　京 03-3512-1611 03-3512-1555 102-8305 千代田区九段南１－２－１　九段第３合同庁舎１４階

神奈川 045-211-7380 045-211-7381 231-8434 横浜市中区北仲通５丁目５７番地　横浜第２合同庁舎１３階

新　潟 025-288-3511 025-288-3518 950-8625 新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館４階

富　山 076-432-2740 076-432-3959 930-8509 富山市神通本町１丁目５番５号

石　川 076-265-4429 076-221-3087 920-0024 金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福　井 0776-22-3947 0776-22-4920 910-8559 福井市春山１丁目１番５４号　福井春山合同庁舎

山　梨 055-225-2859 055-225-2787 400-8577 甲府市丸の内１丁目１番１１号

長　野 026-227-0125 026-227-0126 380-8572 長野市中御所１丁目２２番１号

岐　阜 058-245-1550 058-245-7055 500-8723 岐阜市金竜町５丁目１３番地　岐阜合同庁舎

静　岡 054-252-5310 054-252-8216 420-8639 静岡市葵区追手町９番５０号　静岡地方合同庁舎５階

愛　知 052-219-5509 052-220-0573 460-0008 名古屋市中区栄２丁目３番１号　名古屋広小路ビルヂング１１階

三　重 059-226-2318 059-228-2785 514-8524 津市島崎町３２７番２号　津第２地方合同庁舎

滋　賀 077-523-1190 077-527-3277 520-0051 大津市梅林１丁目３番１０号　滋賀ビル

京　都 075-241-0504 075-241-0493 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

大　阪 06-6941-8940 06-6946-6465 540-8527 大阪市中央区大手前４丁目１番６７号　大阪合同庁舎第２号館

兵　庫 078-367-0820 078-367-3854 650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー １５階

奈　良 0742-32-0210 0742-32-0214 630-8570 奈良市法蓮町３８７番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山 073-488-1170 073-475-0114 640-8581 和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎４階

鳥　取 0857-29-1709 0857-29-4142 680-8522 鳥取市富安２丁目８９番９号

島　根 0852-31-1161 0852-31-1505 690-0841 松江市向島町１３４番１０号　松江地方合同庁舎５階

岡　山 086-224-7639 086-224-7693 700-8611 岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広　島 082-221-9247 082-221-2356 730-8538 広島市中区上八丁堀６番３０号　広島合同庁舎第２号館

山　口 083-995-0390 083-995-0389 753-8510 山口市中河原町６番１６号　山口地方合同庁舎２号館

徳　島 088-652-2718 088-652-2751 770-0851 徳島市徳島町城内６番地６　徳島地方合同庁舎４階

香　川 087-811-8924 087-811-8935 760-0019 高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎２階

愛　媛 089-935-5222 089-935-5223 790-8538 松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎

高　知 088-885-6041 088-885-6042 780-8548 高知市南金田１番３９号

福　岡 092-411-4894 092-411-4895 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号　福岡合同庁舎新館

佐　賀 0952-32-7218 0952-32-7224 840-0801 佐賀市駅前中央３丁目３番２０号　佐賀第２合同庁舎

長　崎 095-801-0050 095-801-0051 850-0033 長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル３階

熊　本 096-352-3865 096-352-3876 860-8514 熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎A棟９階

大　分 097-532-4025 097-537-1240 870-0037 大分市東春日町１７番２０号　大分第２ソフィアプラザビル４階

宮　崎 0985-38-8827 0985-38-8831 880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番２２号　宮崎合同庁舎２階

鹿児島 099-222-8446 099-222-8459 892-0847 鹿児島市西千石町１番１号　鹿児島西千石第一生命ビル

沖　縄 098-868-4380 098-869-7914 900-0006 那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎１号館３階




